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平成26年2月

高知県土木部港湾・海岸課



高知県海岸保全基本計画について

■計画の範囲
「海部灘沿岸」「土佐湾沿岸」「豊後水道東沿岸」の３沿岸について

計画を策定
「海部灘沿岸」「豊後水道東沿岸」は徳島県及び愛媛県と共同で策

定し、隣接海岸との整合性についても留意

【策定、変更履歴】
○海部灘・・・H15.12策定
○土佐湾・・・H15.  3策定 H24.3変更 H25.10変更
○豊後水道東・・・H15.12策定

■計画の考え方
海岸保全基本計画は、平成１１年に改定された海岸法の考え方

に基づき、かつて海岸整備の中心であった「防護」だけでなく、「環
境」や「利用」とも調和した海岸づくりを基本的な考え方としている。

1

境」や「利用」とも調和した海岸づくりを基本的な考え方としている。
海岸の地域の個性や文化を育む大切な場として位置付け、地域

の特性を活かした、地域とともに歩む海岸づくりを目指す。

■今回の変更の目的
東北大震災による甚大な津波被害を受け、平成２３年に国から新た新た新た新た

な津波対策の考え方な津波対策の考え方な津波対策の考え方な津波対策の考え方が示され、今後の津波対策を構築するにあたっ
ては、二つのレベルの津波（最大クラスの津波、発生頻度の高い津二つのレベルの津波（最大クラスの津波、発生頻度の高い津二つのレベルの津波（最大クラスの津波、発生頻度の高い津二つのレベルの津波（最大クラスの津波、発生頻度の高い津
波）波）波）波）を想定する必要があるとされた。

また、「設計津波の水位」「設計津波の水位」「設計津波の水位」「設計津波の水位」や「粘り強い構造」「粘り強い構造」「粘り強い構造」「粘り強い構造」の考え方も示された。

これを受けて、海岸堤防の天端高を決定する際の目安となる、高知
県沿岸における「設計津波の水位」を平成２５年１１月に設定した。

一方、本年度に国交省において学識経験者等からなる「海岸管理
のあり方検討委員会」が開催され、「今後の海岸管理のあり方」「今後の海岸管理のあり方」「今後の海岸管理のあり方」「今後の海岸管理のあり方」につ
いて、とりまとめられた。

海岸保全基本計画についても、これらの「新たな地震・津波対策」や
「海岸管理のあり方」の考え方を取り入れ、県内全沿岸で計画を変更
（追記）するものであり、今後概ね20年の整備計画について記載する。



海岸保全基本計画の変更に向けたスケジュール

第３回高知県地震津波防災技術検討委員会第３回高知県地震津波防災技術検討委員会第３回高知県地震津波防災技術検討委員会第３回高知県地震津波防災技術検討委員会
（平成２５年１１月１日）（平成２５年１１月１日）（平成２５年１１月１日）（平成２５年１１月１日）

・県内全域で「設計津波の水位」を設定・県内全域で「設計津波の水位」を設定・県内全域で「設計津波の水位」を設定・県内全域で「設計津波の水位」を設定

【【【【設計津波の水位設計津波の水位設計津波の水位設計津波の水位】】】】

【【【【海岸保全基本計画の変更海岸保全基本計画の変更海岸保全基本計画の変更海岸保全基本計画の変更】】】】
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注）３沿岸のうち、土佐湾沿岸においては県中央部の３地域海岸
（上図の黒字箇所）の設計津波水位を平成２５年２月２５日に
設定しており、それに伴って計画変更を行い、平成２５年１０月
３１日付けで国への提出、公表済み

海岸保全基本計画推進委員会海岸保全基本計画推進委員会海岸保全基本計画推進委員会海岸保全基本計画推進委員会
【主な変更内容】

①「海岸の維持管理の充実」の追加
（全沿岸）

②「地震・津波対策」の変更
(海部灘および豊後水道西)

②整備対象海岸区域一覧
（全沿岸）

③データシート変更
（県中央部以外）
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【【【【2/7～～～～3/9】】】】

【【【【3月下旬月下旬月下旬月下旬】】】】 【【【【4月上旬月上旬月上旬月上旬】】】】 【【【【4月中旬月中旬月中旬月中旬】】】】

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
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海岸保全基本計画の変更点

■変更箇所について

○○沿岸海岸保全基本計画（目次）○○沿岸海岸保全基本計画（目次）○○沿岸海岸保全基本計画（目次）○○沿岸海岸保全基本計画（目次）

序論序論序論序論 海岸保全基本計画策定にあたって海岸保全基本計画策定にあたって海岸保全基本計画策定にあたって海岸保全基本計画策定にあたって
１．○○沿岸の概要
２．○○沿岸の区域
３．○○沿岸における海岸保全基本計画の策定手法
４．○○沿岸の海岸保全に関する基本理念

本編本編本編本編 土佐湾沿岸海岸保全基本計画土佐湾沿岸海岸保全基本計画土佐湾沿岸海岸保全基本計画土佐湾沿岸海岸保全基本計画
第第第第1111章章章章 海岸の保全に関する基本的な事項海岸の保全に関する基本的な事項海岸の保全に関する基本的な事項海岸の保全に関する基本的な事項
１．海岸の現況及び保全の方向に関する事項

主な変更点
○南海トラフ地震関係の情報更新、市町村名の更新

主な変更点
○気象・海象条件等の更新、文章中の市町村名の更新
○海岸の維持管理の充実を追記
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１．海岸の現況及び保全の方向に関する事項
２．海岸の防護に関する事項
３．海岸環境の整備及び保全に関する事項
４．海岸における公衆の適正な利用に関する事項
５．ゾーン区分及びゾーン毎の基本方針

第２章第２章第２章第２章 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項海岸保全施設の整備に関する基本的な事項海岸保全施設の整備に関する基本的な事項海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
１．海岸保全施設を整備しようとする区域
２．海岸保全施設の概要及び受益の地域等

付記付記付記付記 ～計画の推進にあたって～～計画の推進にあたって～～計画の推進にあたって～～計画の推進にあたって～
１．高知県がめざす海岸のすがた
２．６つの方針
３．留意すべき事項

○海岸の維持管理の充実を追記
○津波対策として発生頻度の高い津波（設計津波）
及びその水位を追記
○粘り強い構造について追記

主な変更点
○整備対象海岸の見直し
○新たに整備対象海岸となった海岸の個表の追加
○その他整備対象海岸個表の情報の更新

主な変更点
○地震津波対策を着実に推進する旨を追記
○陸こうの常時閉鎖および機械化の推進について追記



「今後の海岸管理のあり方」を受けての追記「今後の海岸管理のあり方」を受けての追記「今後の海岸管理のあり方」を受けての追記「今後の海岸管理のあり方」を受けての追記

＜従前＞＜従前＞＜従前＞＜従前＞
◇記載なし◇記載なし◇記載なし◇記載なし

＜変更＞＜変更＞＜変更＞＜変更＞
■■■■「海岸管理における減災対策の明確化」「海岸管理における減災対策の明確化」「海岸管理における減災対策の明確化」「海岸管理における減災対策の明確化」

・海岸保全施設の減災機能（浸水深の低減、避難時間の確保等）を明確化し、・海岸保全施設の減災機能（浸水深の低減、避難時間の確保等）を明確化し、・海岸保全施設の減災機能（浸水深の低減、避難時間の確保等）を明確化し、・海岸保全施設の減災機能（浸水深の低減、避難時間の確保等）を明確化し、
整備を推進するとともに、新技術を積極的に導入するように努める整備を推進するとともに、新技術を積極的に導入するように努める整備を推進するとともに、新技術を積極的に導入するように努める整備を推進するとともに、新技術を積極的に導入するように努める必要があ必要があ必要があ必要があ
る。る。る。る。

・海岸管理と避難・土地利用の観点から市町村等が実施する防災・減災対策と・海岸管理と避難・土地利用の観点から市町村等が実施する防災・減災対策と・海岸管理と避難・土地利用の観点から市町村等が実施する防災・減災対策と・海岸管理と避難・土地利用の観点から市町村等が実施する防災・減災対策と
の連携・調整、河川や海岸防災林、防災公園等における防災・減災対策とのの連携・調整、河川や海岸防災林、防災公園等における防災・減災対策とのの連携・調整、河川や海岸防災林、防災公園等における防災・減災対策とのの連携・調整、河川や海岸防災林、防災公園等における防災・減災対策との
連携・調整等に努める必要がある。連携・調整等に努める必要がある。連携・調整等に努める必要がある。連携・調整等に努める必要がある。

■■■■「海岸の維持管理の充実」「海岸の維持管理の充実」「海岸の維持管理の充実」「海岸の維持管理の充実」

第第第第1111章章章章 ２．海岸の防護に関する事項２．海岸の防護に関する事項２．海岸の防護に関する事項２．海岸の防護に関する事項 ２－１２－１２－１２－１ 海岸の防護に対する方向性海岸の防護に対する方向性海岸の防護に対する方向性海岸の防護に対する方向性 [[[[新新新新 旧旧旧旧 比比比比 較較較較 概 要]]]]

主な変更内容について①

■■■■「海岸の維持管理の充実」「海岸の維持管理の充実」「海岸の維持管理の充実」「海岸の維持管理の充実」
・長寿命化計画の作成等により、予防保全型の維持管理・更新に・長寿命化計画の作成等により、予防保全型の維持管理・更新に・長寿命化計画の作成等により、予防保全型の維持管理・更新に・長寿命化計画の作成等により、予防保全型の維持管理・更新に努めるととも努めるととも努めるととも努めるととも

に、海岸保全施設が、いつ作られて、いつ修繕されたのか分かるように、整に、海岸保全施設が、いつ作られて、いつ修繕されたのか分かるように、整に、海岸保全施設が、いつ作られて、いつ修繕されたのか分かるように、整に、海岸保全施設が、いつ作られて、いつ修繕されたのか分かるように、整
備、点検、診断、対策といった一連の流れでデータ管理を行うことが重要で備、点検、診断、対策といった一連の流れでデータ管理を行うことが重要で備、点検、診断、対策といった一連の流れでデータ管理を行うことが重要で備、点検、診断、対策といった一連の流れでデータ管理を行うことが重要でああああ
る。る。る。る。

・海岸保全に影響を与える区域について、モニタリング等により状況を把握し、・海岸保全に影響を与える区域について、モニタリング等により状況を把握し、・海岸保全に影響を与える区域について、モニタリング等により状況を把握し、・海岸保全に影響を与える区域について、モニタリング等により状況を把握し、
環境等の観点から、陸域や沖合まで一体的に海岸を保全することについても環境等の観点から、陸域や沖合まで一体的に海岸を保全することについても環境等の観点から、陸域や沖合まで一体的に海岸を保全することについても環境等の観点から、陸域や沖合まで一体的に海岸を保全することについても
検討が必要である。検討が必要である。検討が必要である。検討が必要である。

・水門、陸閘等は操作ルールの策定や平常時の点検・訓練、更新等の実施に・水門、陸閘等は操作ルールの策定や平常時の点検・訓練、更新等の実施に・水門、陸閘等は操作ルールの策定や平常時の点検・訓練、更新等の実施に・水門、陸閘等は操作ルールの策定や平常時の点検・訓練、更新等の実施に
努める必要がある。努める必要がある。努める必要がある。努める必要がある。

・津波等の災害時において、水門、陸閘等の操作員の安全性を確保した上で、・津波等の災害時において、水門、陸閘等の操作員の安全性を確保した上で、・津波等の災害時において、水門、陸閘等の操作員の安全性を確保した上で、・津波等の災害時において、水門、陸閘等の操作員の安全性を確保した上で、
閉鎖の確実性を向上させるため、水門、陸閘等の統廃合、常時閉鎖又は機閉鎖の確実性を向上させるため、水門、陸閘等の統廃合、常時閉鎖又は機閉鎖の確実性を向上させるため、水門、陸閘等の統廃合、常時閉鎖又は機閉鎖の確実性を向上させるため、水門、陸閘等の統廃合、常時閉鎖又は機
械化の取組を計画的に進める必要がある。械化の取組を計画的に進める必要がある。械化の取組を計画的に進める必要がある。械化の取組を計画的に進める必要がある。

・海岸管理の内容が多岐にわたる一方、予算や人材が限られる中で適切に維・海岸管理の内容が多岐にわたる一方、予算や人材が限られる中で適切に維・海岸管理の内容が多岐にわたる一方、予算や人材が限られる中で適切に維・海岸管理の内容が多岐にわたる一方、予算や人材が限られる中で適切に維
持管理を行うため、市町村や海岸で活動している民間団体等との連携強化を持管理を行うため、市町村や海岸で活動している民間団体等との連携強化を持管理を行うため、市町村や海岸で活動している民間団体等との連携強化を持管理を行うため、市町村や海岸で活動している民間団体等との連携強化を
図る必要がある。図る必要がある。図る必要がある。図る必要がある。
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地震・津波対策の変更地震・津波対策の変更地震・津波対策の変更地震・津波対策の変更

＜従前＞＜従前＞＜従前＞＜従前＞
◇津波対策に関すること◇津波対策に関すること◇津波対策に関すること◇津波対策に関すること

地震規模：昭和地震Ｍ８．０クラスを想定
整備方針：特に記載なし

（理由）県内の海岸堤防の高さは、台風時の風浪
の打ち上げ高さで決定（５～１０ｍ程度）。
四国沿岸の津波高さは概ね５ｍ以内であ
り、津波高さよりも堤防の方が高いため

＜変更＞＜変更＞＜変更＞＜変更＞
◇津波対策に関すること（防災）◇津波対策に関すること（防災）◇津波対策に関すること（防災）◇津波対策に関すること（防災）

津波規模：【中央防災会議（2003）公表の津波断層モデル（東南海・

南海２連動モデル）】※比較的発生頻度の高い津波

整備方針：比較的発生頻度の高い津波に対しては、人命・財産を守る
防護対策を行っていく。

◇設計対象の津波高を超えた場合の津波対策（減災）◇設計対象の津波高を超えた場合の津波対策（減災）◇設計対象の津波高を超えた場合の津波対策（減災）◇設計対象の津波高を超えた場合の津波対策（減災）

第第第第1111章章章章 ２．海岸の防護に関する事項２．海岸の防護に関する事項２．海岸の防護に関する事項２．海岸の防護に関する事項 ２－３２－３２－３２－３ 地震津波対策地震津波対策地震津波対策地震津波対策 [[[[新新新新 旧旧旧旧 比比比比 較較較較 概 要]]]]

主な変更内容について②

り、津波高さよりも堤防の方が高いため
◇想定以上の地震及び津波対策◇想定以上の地震及び津波対策◇想定以上の地震及び津波対策◇想定以上の地震及び津波対策

地震規模：安政地震Ｍ８．４クラスを想定
整備方針：ほとんどの海岸で堤防の高さが津波高よ

りも高いが、仮に地震による被害を受け
た場合でも、津波の侵入を防ぐため最低
限の機能を保持できる構造上の強度を確
保するをことを目標

◇設計対象の津波高を超えた場合の津波対策（減災）◇設計対象の津波高を超えた場合の津波対策（減災）◇設計対象の津波高を超えた場合の津波対策（減災）◇設計対象の津波高を超えた場合の津波対策（減災）
整備方針：設計対象を超えた津波に対して施設の効果を粘り強く発揮

できるような構造とし、人命を守るための避難時間を稼ぐ構
造上の工夫を施す。
また、迅速な復旧を可能とするよう、施設が全壊に至る可能
性を少しでも減らす減災効果を目指した構造上の工夫を施
す。

◇地域海岸及び設計津波の水位◇地域海岸及び設計津波の水位◇地域海岸及び設計津波の水位◇地域海岸及び設計津波の水位

 

対象地震
設計津波の水位

(T.P.m)

甲浦港
中央防災会議(2003)
東南海・南海二連動地震

8.4

甲浦港
中央防災会議(2003)
東南海・南海二連動地震

12.3

生見海岸
中央防災会議(2003)
東南海・南海二連動地震

9.8

室戸岬海岸～野根海岸
中央防災会議(2003)
東南海・南海二連動地震

7.5

地域海岸名
左記地域海岸に存する

地区海岸区間

対象地震

東洋甲浦①地域海岸

東洋生見地域海岸

東洋甲浦②地域海岸

海部灘地域海岸

5
・・・
・・・
・・・
・・・



地震・津波対策の変更地震・津波対策の変更地震・津波対策の変更地震・津波対策の変更

＜従前＞＜従前＞＜従前＞＜従前＞ ＜変更＞＜変更＞＜変更＞＜変更＞

第２章第２章第２章第２章 １．海岸保全施設を整備しようとする区域１．海岸保全施設を整備しようとする区域１．海岸保全施設を整備しようとする区域１．海岸保全施設を整備しようとする区域 整備対象海岸一覧整備対象海岸一覧整備対象海岸一覧整備対象海岸一覧 [[[[新新新新 旧旧旧旧 比比比比 較較較較 概 要]]]]

主な変更内容について③

 
ゾ－ン名 ＮＯ． 地区海岸名 所管 市町村名 海岸線延長（ｍ） 整備対象 整備内容

1 甲浦港海岸 港湾局 東洋町 9,150 ◎ 人工地盤、避難路、堤防（改良）等
2 生見海岸 水・国土局 〃 753 ◎ 堤防（改良）等
3 東野根漁港海岸 水産庁 〃 1,280
4 野根海岸 水・国土局 〃 1,712 ◎ 離岸堤

海 5 野根漁港海岸 水産庁 〃 584 ◎ 堤防（改良）等
6 ゴロゴロ海岸 水・国土局 〃 1,050
7 茶園海岸 水・国土局 〃 750
8 水尻海岸 水・国土局 〃 702

部 9 淀ノ磯（1）海岸（耕） 農振局 室戸市 1,174 ◎ 堤防工、堤防（改良）等
10 淀ノ磯（2）海岸（耕） 農振局 〃 92 ◎ 堤防工、堤防（改良）等
11 入木海岸 水・国土局 〃 540 ◎ 離岸堤
12 根丸海岸 水・国土局 〃 2,740 ◎ 離岸堤

灘 13 佐喜浜港海岸 港湾局 〃 3,175 ◎ 堤防工
14 都呂海岸（耕） 農振局 〃 600 ◎ 堤防工、堤防（改良）等
15 尾﨑海岸 水・国土局 〃 1,500 ◎ 緩傾斜護岸、養浜

6

15 尾﨑海岸 水・国土局 〃 1,500 ◎ 緩傾斜護岸、養浜
16 立岩海岸 水・国土局 〃 1,565 ◎ 堤防（改良）等

沿 17 鹿岡海岸 水・国土局 〃 1,888 ◎ 消波提、堤防（改良）等
18 清水漁港海岸 水産庁 〃 320
19 椎名漁港海岸 水産庁 〃 1,314
20 椎名海岸 水・国土局 〃 540

岸 21 日沖漁港海岸 水産庁 〃 345
22 丸山海岸 水・国土局 〃 695 ◎ 堤防（改良）等
23 三津漁港海岸 水産庁 〃 1,453 ◎ 堤防（改良）等
24 三津高岡海岸 水・国土局 〃 1,160 ◎ 堤防（改良）等
25 高岡漁港海岸 水産庁 〃 2,370 ◎ 堤防（改良）等
26 室戸岬海岸 水・国土局 〃 548

注：　所管の港湾局と水・国土局は国土交通省の港湾局と水管理・国土保全局を、水産庁と農振局は農林水産省の水産庁と農振局を示す。

堤防・護岸の液状化
対策や嵩上げ、補強、
水門や陸こうの改
良・・・など

地震後の施設高が「設計津波の水位」
より低い海岸を基本として整備対象海
岸を追加
※耐震調査による液状化沈下量や地震動

による広域地盤沈降量を加味

「設計津波の水位」とは「設計津波の水位」とは「設計津波の水位」とは「設計津波の水位」とは

海岸保全施設の設計を行うため、高知県沿岸に対し数十年～百数十年の頻度で来襲している

津波として、海岸管理者が設定した設計津波の高さ（平成25年2月、平成25年11月設定）

※設計津波：２００３中央防災会議公表の東南海・南海連動地震津波→宝永地震津波相当

整備対象海岸整備対象海岸整備対象海岸整備対象海岸 抽出イメージ抽出イメージ抽出イメージ抽出イメージ

設計津波 の水位
現況堤防高

地震後の施設高さ

地殻変動による沈降量地殻変動による沈降量地殻変動による沈降量地殻変動による沈降量

地震動による地震動による地震動による地震動による変形変形変形変形量量量量
地震地震地震地震後後後後 の施設高さの施設高さの施設高さの施設高さ

【凡例】

設計津波



NO． 海岸・施設名 所管 市町村 海岸線延長ｍ 保全延長ｍ

1 甲浦港海岸 国土交通省港湾局 東洋町 9,150 2,290

◎◎◎◎ 藻場 サンゴ群集 ◎◎◎◎ 干潟

　公園

◎◎◎◎ 保安林　　 鳥獣保護区 そ の 他

◎◎◎◎ 住宅 工場 ◎◎◎◎ 学校 病院

◎◎◎◎ 農地 森林 自然地

その他

◎◎◎◎ 釣り 潮干狩り ◎◎◎◎ 散策 サイクリング

◎◎◎◎ キャンプ ◎◎◎◎ 海水浴

◎◎◎◎ その他

　 漁 港 （ 水揚げ高： － トン 【平成 年】

現　況　特　性現　況　特　性現　況　特　性現　況　特　性
自　然　環　境自　然　環　境自　然　環　境自　然　環　境

貴重な動植物 動物：昆虫類：甲浦のｺｶｽﾘｳｽﾊﾞｶｹﾞﾛｳ、植物：甲浦のｸｻﾏﾙﾊﾁ自生地

マリンスポーツ （－）

海　岸　環　境海　岸　環　境海　岸　環　境海　岸　環　境

歴史・文化財 熊野神社、五社神社

（室戸阿南海岸国定公園）

国道55号、阿佐海岸鉄道阿佐東線

社　会　環　境　社　会　環　境　社　会　環　境　社　会　環　境　

背後地利用状況

（－）

自然・海岸景観

レクリエ－ション

③白浜海水浴場,キャンプ場②背後地状況①岸壁,物揚場状況

海域環境

（日本の渚100選他）

自然公園等の指定状況

（○）

甲浦ポンカンのみち(四国のみち)

交通アクセス

55

阿佐海岸鉄道

阿佐東線

　計画地

　配慮事項

  【アクセス】
　　国　道

　　県　道

　　鉄　道

　　その他

　学　校

　病　院

凡　例

333

56

主な変更内容について④

個表（データシート）個表（データシート）個表（データシート）個表（データシート） の例の例の例の例 ※※※※（現計画の「整備対象海岸一覧表」に整備対象として記載のある海岸）（現計画の「整備対象海岸一覧表」に整備対象として記載のある海岸）（現計画の「整備対象海岸一覧表」に整備対象として記載のある海岸）（現計画の「整備対象海岸一覧表」に整備対象として記載のある海岸）

貨物量の見直し

　 漁 港 （ 水揚げ高： － トン 【平成 年】

港 湾 （ 取 扱 量 ： 1,512 トン 【平成 24 年】

住 民 ：

行 政 ：

受益範囲等

※1　現況天端高[T.P]は当海岸における代表天端高であり、「2000年度平均成果」（国土地理院）に基づく新標高で記載

海　岸　施　設海　岸　施　設海　岸　施　設海　岸　施　設

1934年室戸台風、1946年南海地震による津波被害大(死者7人等)。

住民・行政の要望住民・行政の要望住民・行政の要望住民・行政の要望

地震発生から津波の来襲までに5～10分程度の時間しかないと発表されていた。避難施設の整備をしてほしい。
震災時の堤防の強化や人工地盤・避難路の整備を早期に望んでいる。

施設整備の現状 護岸、陸こう、緩傾斜護岸

堤防老朽化に伴い、震災時津波に耐え得る堤防の強化及び人工地盤・避難路の整備を強くお願いしたい。

被災状況

施　　　設

観光・祭り・イベント

整　備　方　針整　備　方　針整　備　方　針整　備　方　針

整備方針

約10ha

その他 現況天端高※1： 5.53m (H25年3月末時点)

津波･高潮対策として、利用者の安全に配慮した緊急避難施設を整備するとともに、優れた自然景観に配慮した
利用の促進を図る。
地震・津波対策として堤防の改良等を行う。

マ リ ー ナ ・ そ の 他 （マリーナ：○、他：－）

津波・高潮対策として、人工地盤施工等による緊急津波避難施設の整備を行う。
地震・津波対策として、堤防の改良等を行う。計画概要

【防護】人工地盤施工等の立体的空間整備により、来浜者の避難場所を確保する。
　　　　地震・津波対策として堤防の改良等を行う。
【環境】優れた自然環境の保護・保全に配慮する。
【利用】白浜海水浴場･ｷｬﾝﾌﾟ場を中心とした通年型の海洋性ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点としての利用を促進する。

熊野神社のﾄﾝﾄｺ祭、ﾎｴｰﾙｳｫｯﾁﾝｸﾞ、五社神社祭り、河内八幡宮のひよこち踊り、徳島高知ﾊﾟﾄﾞﾙﾚｰ
ｽ、土佐白浜ｽｲﾑｴﾝﾃﾞｭｰﾛ

人工地盤施工等による緊急

津波避難施設の整備

甲浦駅

【徳島県】

熊野神社

トントコ祭

河内八幡宮の

ひよこち祭り

立社神社

祭り

甲浦灯台

甲浦ポンカンのみち

【高知県】

0 500 1,000 1.500ｍ
N

白浜キャンプ場

白浜海水浴場

201

土佐白浜

スイムエンデューロ

１

２

３

　歴史･文化財

　観光･祭り･イベント

　釣り

　海水浴

　マリーナ

　キャンプ場

・ 人工地盤施工等による緊急津波避難施設の整備

・ 地震・津波対策として、堤防の改良等

地震・津波対策として、

堤防の改良等

7

地震・津波対策の
追記

「計画天端高」
→「現況天端高」に修正

地震・津波対策の
追記

要望の追記



NO． 海岸・施設名 所管 市町村 海岸線延長ｍ 保全延長ｍ

2 生見海岸 国土交通省水管理・国土保全局 東洋町 753 753

藻場 サンゴ群集 干潟

　公園

保安林　　 鳥獣保護区 そ の 他

◎◎◎◎ 住宅 工場 学校 病院

◎◎◎◎ 農地 ◎◎◎◎ 森林 自然地

その他

釣り 潮干狩り 散策 サイクリング

◎◎◎◎ キャンプ ◎◎◎◎ 海水浴

その他

　 漁 港 （ 水揚げ高： － トン 【平成 年】

（日本の渚100選他）

自然公園等の指定状況

（－）

背後地利用状況

社　会　環　境　社　会　環　境　社　会　環　境　社　会　環　境　

（－）

交通アクセス 国道55号

①海岸状況 ②海岸状況 ③背後地状況

現　況　特　性現　況　特　性現　況　特　性現　況　特　性
自　然　環　境自　然　環　境自　然　環　境自　然　環　境

貴重な動植物 動物：－、植物：－

（室戸阿南海岸国定公園）

（－）

海域環境

自然・海岸景観
－

萬福寺、御崎神社歴史・文化財

海　岸　環　境海　岸　環　境海　岸　環　境海　岸　環　境

レクリエ－ション

マリンスポーツ

計画地
配慮事項

【アクセス】

国道

県道

鉄道

高速道路

その他

凡例

333
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主な変更内容について⑤

個表（データシート）個表（データシート）個表（データシート）個表（データシート） の例の例の例の例 ※※※※（今回の変更で新たに追加する海岸）（今回の変更で新たに追加する海岸）（今回の変更で新たに追加する海岸）（今回の変更で新たに追加する海岸）

　 漁 港 （ 水揚げ高： － トン 【平成 年】

港 湾 （ 取 扱 量 ： － トン 【平成 年】

住 民 ：

行 政 ：

受益範囲等

※1　現況天端高[T.P]は当海岸における代表天端高であり、「2000年度平均成果」（国土地理院）に基づく新標高で記載 新規

その他 現況天端高※1：

－

住民・行政の要望住民・行政の要望住民・行政の要望住民・行政の要望

今のままの堤防では、震災時に倒れそうで怖い。早急な改良を望んでいる。

現在の堤防が老朽化してきている、震災時の津波に耐え得る堤防の強化改良を早急にお願いしたい。

整　備　方　針整　備　方　針整　備　方　針整　備　方　針

整備方針

地震・津波対策として堤防の改良等を行う。

10.16m (H25年3月末時点)

観光・祭り・イベント 四国ｻｰﾌｨﾝ選手権大会

約73ha

地震・津波対策として、堤防の改良等を行う。

施設整備の現状 堤防、緩傾斜護岸

被災状況

計画概要

海　岸　施　設海　岸　施　設海　岸　施　設海　岸　施　設

【防護】地震・津波対策として堤防の改良等を行う。
【環境】優れた自然環境の保護・保全に配慮する。
【利用】自然環境や景観を生かした利用・整備を推進する。

マ リ ー ナ ・ そ の 他 （－）

施　　　設

55

その他

● 学校
● 病院
● 県庁・市町村役場
● 警察
● 消防署
■ 歴史・文化財
■ 観光・祭り・イベント
● 釣り
▼ 海水浴
■ マリーナ
▲ キャンプ場

地震・津波対策として、堤防の改良等

御崎神社

8

「新規」の表示

個表の追加



9


